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 （趣旨） 

第１条  この規程は，国立大学法人大分大学法人規則（平成１８年規則第４号。以下「法人規則」

という。）第８条第２項及び第３項の規定により，大分大学学則（平成１６年規則第８号。以下

「学則」という。）第４条から第９条までに規定する組織のうち，学科長，学部附属施設の長，

学術情報拠点長及び学術情報拠点副拠点長（医学図書館担当），学内共同教育研究施設の長，保

健管理センター所長，副学部長並びに副研究科長の選考に関し必要な事項を定める。 

 

 （学科長） 

第２条 学則第４条第５項に規定する学科の学科長は，当該学部の学部長の申出により，学長が

任命する。 

２ 任期は，１年以上２年以内とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 学科長候補者の選考方法は，学部長が別に定める。 

 

 （附属学校園連携統括長） 

第３条 学則第４条第６項に規定する附属学校の附属学校園連携統括長（以下「連携統括長」と

いう。）は，教育学部長の申出により，学長が任命する。 

２ 任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 連携統括長の選考方法は，教育学部長が別に定める。 

 

 （附属病院長） 

第４条 法人規則第８条第３項に規定する医学部附属病院長は，医学部附属病院長選考会議によ

る病院長候補者の選考結果に基づき，学長が任命する。 

２ 任期は，３年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 医学部附属病院長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

 

第５条 削除 

 

（学術情報拠点長及び学術情報拠点副拠点長（医学図書館担当）） 

第６条 法人規則第８条第１項及び第２項に規定する学術情報拠点長及び学術情報拠点長を補佐

する副拠点長（医学図書館担当）（以下「拠点長等」という。）は，教育研究評議会の審議を

経，学長が任命する。 

２ 任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 拠点長等が欠員となった場合の補欠の拠点長等の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

 （学内共同教育研究施設の長） 

第７条 法人規則第８条第３項に規定する学内共同教育研究施設の長のうち，減災・復興デザイ

ン教育研究センター長は，学内共同教育研究施設等管理委員会委員長の申出により，学長が任

命する。 

 

２ 前項により任命する学内共同教育研究施設の長の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

３ 学内共同教育研究施設の長の候補者の選考方法は，学内共同教育研究施設等管理委員会委員

長が別に定める。 

 

第８条 削除 
 

第９条 削除 



 

 （保健管理センター所長） 

第１０条 法人規則第８条第２項に規定する保健管理センター所長は，学内共同教育研究施設等

管理委員会委員長の申出により，学長が任命する。 

２ 任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 保健管理センター所長候補者の選考方法は，学内共同教育研究施設等管理委員会委員長が別

に定める。 

 

 （副学部長） 

第１１条 法人規則第８条第２項に規定する学部長を補佐する副学部長は，学部長の申出により，

学長が任命する。 

２ 副学部長候補者の選考方法は，学部長が別に定める。 

 

（副研究科長） 
第１２条 法人規則第８条第２項に規定する研究科長を補佐する副研究科長は，研究科長の申出

により，学長が任命する。 

２ 副研究科長候補者の選考方法は，研究科長が別に定める。 

 

 （雑則） 

第１３条  この規程の実施に関し必要な事項は，教育研究評議会が別に定める。 

 

   附  則 

１  この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 初代学部長の初代の附属学校・園の長，学部附属施設の長，附属図書館長，医学分館長及び

学内共同教育研究施設の長及び保健管理センター所長のうち以下の者の任期は，第２条から第

８条の規定にかかわらず，「法人化後の大分大学における初代役員及び初代役職者等の選考方針

（平成１６年１月２１日開催評議会決定)」により次のとおりとする。 

      役職者名       任    期 

附属図書館長 平成１６年４月１日から平成１７年９月３０日 

附属病院長 平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日 

附属小学校長 平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日 

附属養護学校長 平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日 

附属幼稚園長 平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日 

地域共同研究センター長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日 

総合科学研究支援センター長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日 

留学生センター長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日 

ベンチャー・ビジネス・ラボラト

リー施設長 
平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日 

大学教育開発支援センター長 平成１６年４月１日から平成１７年９月３０日 

保健管理センター所長 平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日 

 

   附 則（平成１７年規程第４１号） 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年規程第９７号） 

 この規程は，平成１７年１０月１日から施行する。 

 



附 則（平成１８年規程第７１号） 

 この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年規程第４９号） 

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規程施行後の附属特別支援学校長は，第３条第１項の規定にかかわらず，この規程の施

行の前日に在任する大分大学教育福祉科学部附属養護学校長をもって充てるものとし，その任

期は，第３条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（平成２０年規程第１１号） 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

      附  則（平成２１年規程第６８号） 
  この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 
 

   附 則（平成２３年規程第３号） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２６年規程第５２号） 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第４号） 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第２０号） 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第６４号） 

この規程は，平成２８年１月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年規程第２ 

８号） 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年規程第４６号） 
 この規程は，平成２９年５月８日から施行する。 
 
   附 則（平成３０年規程第３２号） 

 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成３１年規程第１号） 

この規程は，平成３１年２月１８日から施行する。 
 

附 則（令和２年規程第６号） 
この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 
   附 則（令和２年規程第１２号） 
 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 
   附 則（令和３年規程第４号） 

この規程は，令和３年３月１日から施行する。 



 

附 則（令和３年規程第１６号） 
この規程は，令和３年４月５日から施行する。 
 

附 則（令和３年規程第２８号） 

この規程は，令和３年１０月１日から施行する。 


